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異業種が訪日外客の認知向上に協力
「静岡県富士・伊豆インバウンド誘客サポーター」就任式の開催

　・本県富士・伊豆地域のインバウンド誘客の課題は、当地域の「認知の低さ」
　　が大きな要因（令和７年度開催「三島駅インバウンド誘客促進検討会」より）

　・一方で当地域には、観光以外の異業種で、海外との接点が多くインバウンドへ
　　の影響力を持つ団体等が数多く存在。

　・こうした団体等の協力を広く求め、認知向上につなげるため、県東部地域局で
　　は表記サポーター制度を開始。今回、就任式を開催します

―――　サポーター就任式　―――――――――――――――――――――――――――
　　

（１）日　　　時　令和８年７月７日（火）１０:３０～

（２）場　　　所　プラサヴェルデ　４０７会議室（沼津市大手町１丁目１−４）

（３）就任予定の　小野建設株式会社、カメヤ食品株式会社、
　　　サポーター　一般財団法人日本サイクルスポーツセンター、富士錦酒造株式会社、
　　 　　　　　 　一般社団法人富士・箱根・伊豆国際学会　（＊50音順）

（４）次　　　第　1.主旨説明　2.サポーター紹介・登録通知の手交　3.記念撮影

―――　参考：「静岡県富士・伊豆インバウンドサポーター」制度概要　―――――――

（１）目的
　　・インバウンド誘客に影響力があると考えられる団体等をサポーターとして登録、
　　　富士・伊豆地域の認知度向上や魅力発信等にご協力いただく
（２）対象
　　・観光が主たる事業ではない団体等
　　・(3)の事業を実施し、当地域の認知度向上等に寄与すると考えられること
　　・当地域に活動拠点を有する法人、団体、個人（規模は不問）　など
（３）サポーター事業
　　・訪日外国人観光客や海外関係者に対する各種媒体による当地域の魅力発信
　　・海外関係者が当地域に来訪する機会を捉えた観光案内やPR
　　・その他当地域のインバウンド誘客促進に有益と考えられる事業
（４）登録期間
　　・登録は原則１年間（３月末まで）で、更新可能
（５）登録方法
　　・県の「ふじのくに電子申請サービス」またはチラシから（詳細は以下URL）
　　　https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/chiikikyoku/tobuchiiki/
　　　1082520/1082776/index.html
　　・応募受付後、県で内容等を確認し、団体等をサポーターとして登録
　　　＊６月１日（月）から募集中（今後も継続）
（６）お問い合わせ
　　　静岡県東部地域局地域課
　　　　所在地：〒410-0055　静岡県沼津市高島本町1-3
　　　　電　話：055-920-2139
　　　　メール：toubu-chiiki@pref.shizuoka.lg.jp




